




















（ミニッツ和訳）  
ベナン共和国 

「教育環境及び衛生環境の向上を通じたコミュニティ開発計画」 

案件概要確認調査 協議議事録 

 

 
ベナン共和国（以下「ベナン」とする）政府より提出された要請に基づいて、日本国政府は教

育環境及び衛生環境の向上を通じたコミュニティ開発計画（以下「プロジェクト」とする）に関
する案件概要確認調査を行うことを決定し、本調査の実施を独立行政法人国際協力機構（以下「Ｊ
ＩＣＡ」とする）に委託した。 
 
ＪＩＣＡはベナンへＪＩＣＡ無償資金協力部 業務第ニグループ 星野 明彦 教育・職業訓練チ

ーム長を団長とする案件概要確認調査団を派遣し、調査を 2006 年 9月 3日より 10月 4日まで実
施する予定である。 
 
調査団は、ベナン関係者と協議し、要請対象地域において現地調査を行った。 
 
協議及び現地調査の結果、双方は付属書に記述された主要な項目を確認した。 
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付属書 

 

１．プロジェクトの目的 

プロジェクトは、小学校建設・機材整備及び飲料水給水施設整備を行うことにより、対象地域にお

ける初等教育環境及び衛生環境の改善とそれを通じた対象地域の住民の生活環境の向上に寄与するこ

とを目的とする。 

 

２．責任機関及び実施機関 

２－１ 無償資金協力被援助国代表機関は、外務省アジア・オセアニア局とする。 

責任機関は開発・経済・財務省対外経済協力局とする。 

２－２ 実施機関は初等・中等教育省計画・予測局及び鉱山・エネルギー・水省水総局とする。 

 

２－３ 初等・中等教育省及び鉱山・エネルギー・水省の組織図を別紙 1 に添付する。 

２－４ 調査団は、本プロジェクト実施のために、関係機関間の十分な連携・調整を行うようベナン

側に求め、先方はこれを了承した。 

 

３．新たなアプローチの採用 

 調査団は、本プロジェクトを実施するにあたり、以下の通り新しいアプローチを採用する考えであ

ることをベナン側に説明し、ベナン側はこれを評価した。 

１）従来の一般無償資金協力とは異なり、設計は現地仕様に基づいて行い、また、詳細設計以降は

現地リソース（コンサルタント、施工業者）を活用し、コスト縮減に努める。 

２）小学校建設及び飲料水給水施設の整備を同じプロジェクトの中で実施し、両案件のサイトが重

なる場所を中心に、日本の技術協力の投入可能性を検討する。 

 

４．プロジェクトサイト 

４－１ 第４次小学校建設計画に関してベナン側は、ニーズ及び日本の技術協力との連携の可能性を

考慮し、コリーヌ県、ズー県、クフォ県における小学校教室建設と機材整備を要請した。ま

た、ウエメ県ダンボ市についても、日本の技術協力プロジェクトが実施されていることから、

考慮に入れてほしい旨要請した。 

４－２ 第６次村落給水計画に関してベナン側は、コリーヌ県、クフォ県、  

ズー、における飲料水給水施設整備を要請した。また、、ウエメ県ダンボ市についても、日本の技術協

力プロジェクトが実施されていることから、考慮に入れてほしい旨要請。調査団はこれに異議を唱え

なかった。また、ベナン側は、プロジェクトの対象地域をボルグ県にも広げてほしい旨要請した。こ

れについて調査団は、日本政府に対しその旨要請をするよう示唆した。 

４－３ ベナン側は、建設用地の所有権にかかる書類を本格調査実施までに準備する必要があること

を理解した。 

 

５．要請内容 

調査団との協議の結果、ベナン側は、要請内容に関わる書類および諸施設建設サイトのリストを提



出した。（別紙２及び３参照） 

ＪＩＣＡは本調査結果に基づく国内解析をもって、要請内容の妥当性を評価し、結果を日本国政府

に報告する。 

なお、給水計画については、本プロジェクトでは現地施工業者が施工するため、本プロジェクトの

対象はハンドポンプ付深井戸に限定することが適当であると考える旨調査団はベナン側に説明した。 

が、ベナン側は調査団に対し、小規模給水施設の実施を含める可能性の前向きな検討を希望した。

特にそれらの施設は村落住民からの要請であり、同様の施設建設を施工する能力を持つ地元業者も存

在するという理由からである。 

この点について調査団は、本調査において、ベナン側の希望を考慮に入れる可能性を検討する。 

 

６．日本の無償資金協力 

６－１ ベナン側は、調査団が説明した別紙４に記載された日本の無償資金協力制度について理解し

た。 

６－２ ベナン側は、調査団に対し、現地の能力を活用するコミュニティー開発無償の枠において定

義された新たなアプローチのプロジェクトを実施する用意がある旨伝えた。６－３ ベナン

側は、無償資金協力が実施される場合、プロジェクトの円滑な実施のために、別紙６に記載

されたとおりの必要な措置を行うことを約束した。 

 

７．調査スケジュール 

 調査団は 2006 年 10 月 4 日まで継続調査を行う。 

 

８．その他関連事項 

８－１ 要請の背景 

本計画は上位計画である「教育セクター開発計画（2006-2015）」で掲げられた「全国民の初等課程

の教育を 2015 年に達成する」という目標及び「万人のための水計画（2005-2015）」で掲げられた「2015

年までに都市部及び農村部の住民の安全な水へのアクセス率を 85％にする」という目標を達成するた

めに日本国政府に対し要請された。 

 

８－２ 本調査の位置付け 

調査団は、ベナン側に対し、案件概要確認調査の結果は日本において解析され、本格調査の実施の

決定は、同調査結果に基づき日本政府によりなされるものである旨説明した。ベナン側はこれを理解

した。 

 

８－３ 本調査の目的 

 本調査では、提出された要請の内容について現況を評価するとともに、現地の基準に基づいて、現

地の能力をを活用するコミュニティ開発支援無償の実施可能性を検討することを目的としている。日

本側はこの新しいスキームにつき説明を行い、ベナン側はこれを理解した。 

 

８－４ 小学校及び飲料水給水施設建設に係る仕様及び品質について 

 ベナン側は、日本がこれまでに実施した無償資金協力による小学校及び給水施設について高く評価



している旨発言した。他方で､ベナン側は、日本側に対し、良好な品質を保ちつつ、施設の数を増加さ

せることへの協力を希望した。これは、学校施設と飲料水供給におけるニーズの増加に対応するため

のものである。 

調査団は、今後、コミュニティ開発支援無償で小学校及び給水施設を建設する際には、ベナンにお

ける標準的な仕様に基づいた建設となること等を説明し、ベナン側はこれを理解した。 

 

８－５ サイトの優先順位について 

 ベナン側は、別紙３のとおり、協力対象校及び協力対象給水施設の優先順位について調査団に示し

た。 

 

８－６ 同一地域における小学校建設と給水施設整備について 

双方は、同一地域において小学校建設と給水施設を行うことによって、対象地域の住民の総合的な

エンパワメントに貢献できる可能性が高まることを確認した。また、ベナン側は、このようなアプロ

ーチが同国の開発戦略の一部をなすものであることを調査団に確認した。 

 

８－７ 技術協力 

ベナン側は、調査団に対し、小学校及び給水施設の運営維持管理の面で、E/N 期間中の技術支援（ソ

フトコンポーネント）の実施について要望するとともに、完工後の技術協力（青年海外協力隊派遣等）

についても､実施を要望した。 

 

８－８ その他 

 

 

以上 

 

 

 

別紙１ 初等・中等教育省及び鉱山・エネルギー・水省の組織図 

 

別紙２ 要請内容 

 

別紙３ サイト優先順位リスト 

 

別紙４ 無償資金協力制度 

 

別紙５ 計画実施体制 

 

別紙６ 両国政府によってとられる主な措置 

 
 



 

A-02：現地コンサルタントリスト（AGETUR 登録） 
 







 

A-03：現地施工業者リスト（AGETUR 登録） 
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